
乙種組合員（従業員）の加入について【乙種組合員が加入するとき】 

 福岡県歯科医師国民健康保険組合（以下、「組合」）における乙種組合員（従業員）の加入の流れにつきましては、

下図のとおりとなっております。書類は加入を希望する日から１４日以内にご提出ください。 

なお、厚生年金保険の加入の有無や勤務形態によって手続きの手順が異なりますので、ご注意ください。 

※令和６年１０月より、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用が拡大され、一定の要件を満たす場合、

短時間労働者でも適用除外の対象となる場合があります。 

【該当する選択肢に従って進んでください】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貴院は厚生年金保険の適用事業所ですか？ 

※「医療法人事業所（診療所）」および「常時５人以上の従業員を使用する個人事業所」は強制適用事業所となります 

加入する従業員の勤務形態は

常勤従業員(※)の方ですか？ 

はい いいえ 

今回の加入で常勤従業員(※)が

常時５人以上となりますか？ 

※常勤従業員には、常勤従業員と

比較して４分の３以上の勤務形

態であるパートの方も含みます 

はい はい 

厚生年金保険加入の必要性を確

認させていただきますので、組

合にご連絡ください 

いいえ 

下記の書類を組合に提出してください 

☆組合加入申込書（乙種組合員用） 

☆誓約書 

☆給与証明書（または雇用証明書） 

・住民票（発行から概ね３ヵ月以内のもの、個人番号が

記載されたもの） 

・マイナンバーカードの写し（住民票に個人番号がない場合）

下記の書類を組合に提出してください 

☆組合加入申込書（乙種組合員用） 

☆誓約書 

☆給与証明書（または雇用証明書） 

☆健康保険被保険者適用除外承認申請書 

・住民票（発行から概ね３ヵ月以内のもの、個人番号が記

載されたもの） 

・マイナンバーカードの写し（住民票に個人番号がない場合）

☆の様式は国保組合ホームページから
ダウンロードできます 

組合が提出書類を確認し、証明印を押

印した健康保険被保険者適用除外承認

申請書を事業所宛に返送します 

返送された健康保険被保険者適用除外承

認申請書を管轄の年金事務所または福岡

広域事務センターに提出してください 

日本年金機構から健康保険被保険者

適用除外承認証が届きますので、申

請者の確認印を押印後、組合にＦＡ

Ｘ(092-771-2988)してください 

２週間～１ヵ月後 

加入審査を行います 

加入審査は毎週１回行います。審査前日までに 

受理した加入申込書類を審査・認定します 

資格関係書類を発行します 

加入審査で認定された方の「資格情報のお知らせ」

または「資格確認書」を事業所宛に送付します 

いいえ 

ご不明な点は組合(☎092-771-3534)にお問い合せください 


